
 
 

令和 ３ 年 ３ 月 25 日 
国土交通省中部地方整備局 
静 岡 国 道 事 務 所 
浜 松 河 川 国 道 事 務 所 

お知らせ 
一般国道１号藤枝バイパス（全線）の管理部署を 

静岡国道事務所に変更します。 
1. 概要 

一般国道 1号藤枝バイパスは、これまで静岡国道事務所と浜松河川国道事務所で管理 
してきました。 
このたび、管理部署について、藤枝バイパス４車線化の進捗も踏まえ、令和３年４月 

   １日から、工事施工区分と同様に全線、静岡国道事務所へ変更することとしましたので、 
お知らせします。 

 
 
 
 
2. 配布先 ：静岡県政記者クラブ、藤枝市記者クラブ、島田市記者クラブ 

 
3. 解禁日 ：指定なし 

 
4. お問い合わせ窓口 

〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍２丁目８番１号 
国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 
副所長（管理） 渡部

わたなべ
 達

たつ
宏
ひろ

    TEL: 054-250-8900（代表） 
管理第一課長  佐藤

さ と う
 亮生

あ き お
    FAX: 054-252-5747（代表） 

 

〒430-0811 静岡県浜松市中区名塚町 266 
国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所 
副所長（道路） 長谷川

は せ が わ
 裕修

ひろのぶ
   TEL: 053-466-0111（代表） 

道路管理第一課長  堀場
ほ り ば

 伸
のぶ
祐
すけ

  FAX: 053-466-0121（代表） 

 

浜松河川国道から静岡国道へ管理が変更となる区間（別紙） 
・国道１号藤枝バイパス 藤枝市谷稲葉～島田市野田（約 4.8㎞） 



別紙

管理部署変更に伴う、お問い合わせ窓口は次のとおり変更になります。
（旧）令和３年３月３１日まで 浜松河川国道事務所
・道路管理第一課（TEL 053-466-0111）（代表）
・掛川国道維持出張所（TEL 0537-24-5749）

（新）令和３年４月１日から 静岡国道事務所
・管理第一課（TEL 054-250-8900）（代表）
・静清国道維持出張所（TEL 054-278-5181）

管理部署が変更となる区間
国道１号（藤枝バイパス）
藤枝市谷稲葉～島田市野田 約4.8㎞

窓口の変更について

(管理部署)
静岡国道事務所
静清国道維持出張所

(管理部署)
浜松河川国道事務所
掛川国道維持出張所

道路管理区間について
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